
働き方改革の現在地
２０２３年１０月１０日

株式会社ヒューマンリソースみらい
代表取締役 特定社会保険労務士 荒木康之

令和５年度神奈川県石油業協同組合
「働き方改革推進事業」基調講演
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本日の目次
① 働き方改革の全体像と既に施行した内容の確認

② 昨年から今後の法律改正について

③ その他
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①働き方改革の全体像と
既に施行した内容の確認
・労働時間の上限規制
・年次有給休暇
・最低賃金
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働き方改革関連法の施行スケジュール
24/423/422/421/420/419/4

→→→→→●大企業
労働時間上限規制

労働基準法

→→→→●中小

→→→→→●共通年次有給休暇5日取得義務

→→→→→●共通高度プロフェッショナル制度

→→→→→●共通フレックスタイム制度拡充
→●中小月60時間超割増率引上げ

●共通限度基準適用除外見直し
運輸・建設・医師

→→→→→●共通労働時間把握義務
労働安全衛生法

→→→→→●医師面接見直し

→→→→→●共通勤務間インターバル(努力義務)労働時間設定改善法

→→→→●大企業
同一労働同一賃金パートタイム労働法

→→→●中小
→→→→▲共通賃金債権時効延長※民法
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労働時間の上限規制
原
則

法定労働時間 労働基準法第３２条
１週４０時間以内 かつ １日８時間以内

例
外

＜３６協定＞労働基準法第３６条
労使で３６協定を締結⇒労基署に届け出⇒時間外労働（免罰効果）

月４５時間以内 かつ 年間３６０時間以内
※現行の限度基準告示（大臣告示）を法律に格上げ ⇒ 罰則適用

特
別
条
項

＜臨時的な特別の事情がある場合＞特別条項付３６協定

年間７２０時間
以内

月４５時間を超える特例は年６回が限度

休日労働を含め
月１００時間未満

２か月から６ヶ月までの
平均で、休日労働を含め
月８０時間以内

かつ かつ

特別条項を使わない月も適用！
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法違反による書類送検事例
長時間労働
令和３年１２月１０日 宮崎労働局宮崎労働基準監督署
株式会社九州建設サポート
①労働者２名に対し、３６協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせた疑い。
②令和 2 年 11 月に当署の労働基準監督官が行った臨検監督に際し，労働者１名の労働日数や労
働時間の記録を改ざんし、虚偽の内容を記載した労働時間管理簿を提出した疑い。
③労働者１名に対し、虚偽の労働時間管理簿に基づいた賃金支払いを行い、もって、法定の割増
賃金を支払わなかった疑い。

令和４年１月 兵庫労働局伊丹労働基準監督署
㈱パティシエエスコヤマ
労働者11人を時間外労働の上限規制を超えて働かせた 最長１カ月341時間

令和４年３月 新潟労働局新潟労働基準監督署
新潟流通運輸㈲
有効な36協定がないまま、最大で月118時間の時間外労働を行わせた

令和４年５月 長野労働局小諸労働基準監督署
（有）Ryoubi 飲食業
労働者２名に、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの

令和４年１１月 岡山県笠岡労働基準監督署
（有）サイキマニファクチャリング 縫製加工業
労働者３名に月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたもの
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労働時間を適正に管理する
ポイント
◆３６協定を適切に締結し、届け出する

実際の時間外労働が３６協定で定めた時間を超えないようにする

過半数代表者の選任は民主的な方法で行う
・労基法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
・意見を聴取される者の選出を明らかにして実施される投票、挙手などの方法
による手続きにより選出された者であって、使用者の意向にもとづき選出され
たものでないこと

特別条項を適正に運用する

◆時間外労働時間の把握を行い、削減に努める
手書きの出勤簿はＮＧ
タイムカードや勤怠管理システムで客観的に労働時間を把握する

管理監督者も労働時間の把握が必要（労働安全衛生法）
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年次有給休暇の取得義務化への対応

ポイント①対象者は年10日以上の従業員
• 正社員だけでなく、パートタイマーなども対象
ポイント②付与日から１年以内に５日取得
• 従業員自ら取得すればそれでＯＫ。取得しない場合は以下の
いずれかにより取得させる必要がある。
① 労使協定を締結し、計画的付与を実施
② 本人の希望を聞いた上で、会社が取得日を指定

• 取得は半日単位でもＯＫ。
• 法の原則どおり、入社半年後で付与の場合は、対象期間が
従業員全員バラバラになる。

ポイント③３０万円以下の罰金という罰則あり

年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇
の うち５日については、付与日から1年以内の期間に、なん
らかの方法によって取得させなければならない。
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法違反による書類送検事例
年次有給休暇

令和３年７月８日 愛知労働局津島労働基準監督署
栄屋食品㈱
年次有給休暇所得義務化が始まって以降、合計６名の労働者に対して
１日も年次有給休暇を取得させていなかった

令和４年８月１６日 福岡・久留米労働基準監督署
昭和建設㈱
労働基準監督官に対し「全員取得できている」と虚偽の内容を記載し
た有給休暇管理簿を提出し、記載内容に基づいて虚偽の陳述を行った
として、建設会社を労働基準法101条（報告等）違反の疑いで福岡地検
久留米支部に書類送検
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年次有給化を適正に管理する
ポイント
◆就業規則に年５日取得義務の定めを行う

◆半日単位の取得や休日の設定に工夫をする
年次有給休暇の取得推奨日を設ける 第５土曜など

◆管理のためには年に一度の一斉付与も検討（１０月１日など）

◆年次有給休暇の管理簿を作成する
①取得した有給休暇の日数
②取得時季
③基準日
監督署の調査対象
勤怠管理システムの導入で管理は非常に楽になる
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どうなる最低賃金
令和５年改訂
全国加重平均1004円（前年比43円↑）神奈川県1012円（前年比41円↑）

2030年代半ば
1500円に！
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2023年6月26日骨太方針２０２３
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②昨年から今後の法律改正
•時間外労働６０時間超の割増率引き上げ

•労働時間上限規制適用猶予措置の解除

•ハラスメントの防止措置

•労働条件明示ルールの変更
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月60時間超の時間外労働に対
する割増賃金率の引き上げ
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深夜・休日労働の取り扱い
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引き上げ分の割増賃金の代わりに代替休暇（有給休暇）付与
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職場でのハラスメント防止に向けて
2022年4月から

労働施策総合推進法の改正に
より、職場におけるパワーハ
ラスメントの防止のために、
以下のような雇用管理上必要
な措置を講じることが義務化
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職場におけるパワーハラスメントの防止のために
講ずべき措置（義務）

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること速やかに被害者

に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

• 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハ
ラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針等を
明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する
こと。
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事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
職場におけるハラスメントに係る言動を行った者につい
ては、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、就業
規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規
定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
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相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応
するために必要な体制の整備
•相談窓口の設置

•相談に対する適切な対応
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職場におけるハラスメントへの
事後の迅速かつ適切な対応
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労働条件明示のルールが変わります
（２０２４年４月施行）

求人申し込みにも同様の対応が必要に
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• 就業場所や業務範囲
「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含め
た、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のこと

• 有期労働契約を更新する場合の基準
（通算契約期間または更新回数の上限を含む）

• 無期転換申込機会の明示
• 無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する
更新のタイミングごと

全ての労働者

有期契約労働者
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無期転換ルール労働契約法第13条
対象労働者から無期転換の申込みがあった場合は、使用者は申込みを承諾した
ものとみなされて断ることができず、その時点で無期労働契約が成立

• 有期労働契約の通算期間が５年を超えている

• 契約の更新回数が１回以上
• 現時点で同一の使用者との間で契約している
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③その他

•副業・兼業

•年収の壁と社会保険の適用拡大の今後

•パパ産休～改正育児介護休業法

•アルコールチェック義務化
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副業・兼業

厚生労働省：副業・兼業の現状と課題より
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働き方における労働基準法の労働時間通算の適用可否
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副業・兼業における労災の考え方
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脳・心臓疾患の労災認定基準の
改定内容（抜粋）令和３年９月～
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「年収の壁」をめぐる現状
第３号被保険者の４割が就労するが、壁を意識して就労制限
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年収の壁・支援強化パッケージ
「年収の壁」への当面の対応策
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１３０万円の壁への対応
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全ての労働者が厚生年金加入へ
2024年には51人以上に拡大 2025年法改正の見込み？

11/12日経新聞 11/10日経新聞 37
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急増する男性の育児休業取得率

資料出所：厚生労働省「令和４年度雇用均等基本調査」

参考：女性の育児休業取得率

取得の実態は７日～１４日程度が多い
男性大学生の取得希望は８割
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産後パパ育休などの改正施行
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厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
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安全運転管理者とは
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安全運転管理者による
アルコールチェック義務化
２０２２年４月
運転前後の運転者の状態を安全運転管理者が目視
等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無
を確認すること
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存
すること

２０２３年１２月１日～
運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検
査機を用いて行うこと
アルコール検知器を常時有効に保持すること
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就業規則等の
セルフチェックポイント

• 監督署への届出が５年以上行われていない
• 年次有給休暇年5日取得に対応しているか
• マイナンバーの記載はあるか
• 産後パパ育休の規定はあるか
• ハラスメントに関する規定はあるか

• セクハラ、パワハラ、マタハラの禁止
• 月60時間超の残業への対応が出来ていない
• 手書きの出勤簿はＮＧ
• 年次有給休暇の管理が出来ているか
• 健康診断を毎年実施し全員が受診しているか

※３６協定が事業場毎（SS毎）に届け出されているか
43
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共働き世帯の増加で既に進んできている昭和的働き方の見直し

資料出所：JILPT「早わかり グラフでみる長期労働統計」
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昭和的働き方の限界と今後

1. 長時間労働
• 労働基準法による上限規制や過重労働による健康障害
• 共働きの増加による男性従業員の家事・育児参加

2. 全国転勤
• 家族の事情等で転勤できない従業員の増加
• 生活や地域との繋がりを重視する地元志向の高まり

3. 職務無限定
• 終身雇用が幻想となった時代のキャリア形成
• エンプロイアビリティ向上に向けた専門職志向の高まり
• どこの会社にいるかではなく、何ができるかが重要な時代

• 男性中心の昭和的働き方は見直しの時期となっているが、コロナ
によるワークライフバランスの意識の高まりがそれを促進する。

• 法律が認めていても、それが「正解」とは言えない時代が到来。
Ex.正当な理由なく、残業・休日出勤命令・転勤は拒否できない
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• ㈱ヒューマンリソースみらい 代表取締役

社会保険労務士事務所みらい 代表

荒木 康之 特定社会保険労務士

• 横浜市中区住吉町４－４５－１
• 電話 ０４５－６５０－４１６６

• Mail：araki@hr-mirai.com
• ＨＰ：http://www.hr-mirai.com/

http:// www.4166.jp

• メールマガジン『ワクワクみらい通信』是非ご登録ください

ご清聴 ありがとうございました
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